
給
食
の
質
は
守
ら
れ
る

か
？学

校
給
食
の
材
料
費
は
保
護

者
負
担
（
給
食
費
）
で
す
か
ら
、

委
託
費
の
大
半
は
人
件
費
で
す
。

業
者
は
入
札
で
決
ま
り
ま
す
か

ら
、
業
者
が
落
札
し
よ
う
と
す

る
と
調
理
員
の
賃
金
に
し
わ
寄

せ
さ
れ
ま
す
。

給
食
調
理
は
数
百
人
分
の
食

事
を
数
人
で
制
限
時
間
内
に
つ

く
る
と
い
う
経
験
と
熟
練
の
必

要
な
作
業
で
す
。
賃
金
が
低
い

と
調
理
員
の
定
着
が
難
し
く
、

長
期
に
勤
務
し
て
経
験
を
積
む

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
す

る
と
、
熟
練
の
技
術
が
な
く
て

も
調
理
で
き
る
よ
う
に
、
献
立

を
簡
略
に
し
た
り
、
手
づ
く
り

を
や
め
て
加
工
食
品
や
冷
凍
食

品
を
多
用
し
た
り
、
使
用
食
器

を
制
限
し
た
り
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

委
託
は
直
営
よ
り
も
安

い
の
か
？

順
次
民
間
委
託
を
進
め
て
い

る
高
石
市
で
は
、「
偽
装
請
負
」

状
態
を
回
避
す
る
た
め
、
民
間

委
託
し
た
学
校
に
市
費
負
担
で

栄
養
士
を
配
置
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
も
含
め
、
全
校
直
営
時
代

に
比
べ
て
、
毎
年
数
千
万
円
も

市
の
負
担
が
増
え
て
い
ま
す
。

「
偽
装
請
負
」
問
題
と

は「
和
泉
市
学
校
給
食
運
営
検

討
委
員
会
」
で
も
、
委
員
か
ら

懸
念
が
出
さ
れ
た
「
偽
装
請
負
」

問
題
と
は
、「
労
働
者
派
遣
法
」

が
禁
止
し
て
い
る
「
契
約
の
形

式
は
請
負
（
委
託
）
な
の
に
、

実
態
は
労
働
者
派
遣
と
な
っ
て

い
る
請
負
（
委
託
）
事
業
」
の

こ
と
で
す
。

高
石
市
で
は

①
献
立
は
市
教
委
が
作
成

②
食
材
は
市
教
委
が
仕
入
れ
て

業
者
に
無
償
で
提
供

③
調
理
場
・
設
備
は
市
教
委
が

業
者
に
無
償
で
提
供

④
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
は
市
教

委
が
業
者
に
無
償
で
提
供

⑤
市
教
委
の
作
成
し
た
衛
生
管

理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
業
者

調
理
員
が
調
理

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
で

は
委
託
を
受
け
た
業
者
の
事
業

の
独
立
性
が
保
て
ま
せ
ん
。
ま

た
、
調
理
場
の
衛
生
管
理
者

（
府
費
負
担
教
職
員
）
が
、
衛

生
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て

調
理
さ
れ
て
い
る
か
監
督
す
れ

ば
、
業
者
調
理
員
を
指
揮
命
令

す
る
こ
と
に
な
り
、
「
労
働
者

派
遣
法
」
違
反
と
な
り
か
ね
ま

せ
ん
。
そ
こ
で
、
府
費
負
担
の

栄
養
教
諭
と
は
別
に
市
費
負
担

で
栄
養
士
を
配
置
す
る
こ
と
で
、

強
引
に
法
解
釈
を
ね
じ
曲
げ
て

委
託
し
て
い
る
の
で
す
。

適
正
請
負
に
す
る
と
も
っ

と
大
変
な
こ
と
に
！

適
正
請
負
の
原
則
は

①
委
託
し
た
側
（
府
費
負
担
教

職
員
や
市
教
委
職
員
）
は
業
者

調
理
員
に
指
揮
命
令
し
な
い

②
委
託
し
た
側
は
業
者
の
事
業

の
独
立
性
を
損
な
わ
な
い

と
い
う
も
の
で
す
が
、
こ
れ
を

給
食
調
理
業
務
の
委
託
に
適
用

す
る
と

①
食
材
は
業
者
が
仕
入
れ
る
。

ど
こ
か
ら
仕
入
れ
る
か
業
者
の

責
任
と
判
断
で
。
（
そ
う
す
る

と
、
地
産
地
消
が
困
難
に
な
り
、

安
全
性
に
問
題
の
あ
り
そ
う
な

食
材
で
あ
っ
て
も
チ
ェ
ッ
ク
不

可
能
に
な
り
ま
す
。）

②
委
託
契
約
と
は
別
に
調
理
場
、

設
備
の
有
償
使
用
契
約
を
締
結
。

電
気
・
ガ
ス
・
水
道
も
有
償
に
。

③
衛
生
管
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
市

教
委
作
成
の
も
の
で
は
な
く
業

者
の
も
の
で
。
（
調
理
場
は
完

全
に
業
者
の
管
理
下
と
な
り
、

市
教
委
や
校
長
・
栄
養
教
諭
の

チ
ェ
ッ
ク
は
弱
体
化
し
ま
す
。）

④
い
ず
れ
、
献
立
も
業
者
が
作

成
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。

自
校
直
営
の
学
校
給
食

を
守
ろ
う

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
学

校
給
食
を
民
間
委
託
し
て
も
、

「
労
働
者
派
遣
法
」
を
遵
守
す

る
限
り
、
費
用
が
安
く
な
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
教
職
員
に
と
っ
て
も
、

「
給
食
の
質
が
保
て
な
い
。
」

「
給
食
場
の
管
理
が
で
き
な
く

な
る
。
」「
調
理
員
さ
ん
と
の
協

同
が
困
難
に
な
る
。
」
な
ど
、

何
も
い
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

和
泉
市
教
育
委
員
会
は
、
現

在
「
和
泉
市
学
校
給
食
の
運
営

方
法
に
つ
い
て
」
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
を
募
集
中
（
25
日
締

切
）
で
す
。
保
護
者
の
な
か
で

は
「
和
泉
市
の
学
校
給
食
を
見

守
り
隊
」
が
結
成
さ
れ
、
民
間

委
託
反
対
の
声
が
届
け
ら
れ
つ

つ
あ
り
ま
す
。
教
職
員
も
「
民

営
化
反
対
」
の
声
を
あ
げ
て
い

き
ま
し
ょ
う
。
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